
教 育 予 算 の 拡 充 等 に 関 す る 意 見 書 （ 案 ）  

 

 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 は 、 義 務 教 育 無 償 の 原 則 に の っ と り 教 育 の 機 会 均 等 と

教 育 水 準 の 維 持 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と し 、 我 が 国 の 義 務 教 育 の 円 滑 な 推 進 を 支

え て き た 根 幹 的 制 度 で あ る 。  

 昨 年 ３ 月 31日 に 改 正 義 務 標 準 法 が 公 布 さ れ 、 小 学 校 の 学 級 編 制 標 準 が 学 年 進 行

に よ り 段 階 的 に 35人 に 引 き 下 げ ら れ る こ と と な り 、 今 年 度 は 小 学 校 ３ 年 生 が 新 規

に 35人 以 下 学 級 と な っ て い る 。 今 後 、 小 学 校 だ け に と ど ま る の で は な く 、 中 学 校

で の 35人 学 級 の 早 期 実 施 が 必 要 で あ る 。  

 さ ら に 、 元 文 部 科 学 大 臣 も 在 任 中 に 改 正 義 務 標 準 法 に 関 わ る 国 会 答 弁 の 中 で 、  

30人 学 級 や 中 学 校 、 高 等 学 校 に お け る 少 人 数 学 級 の 必 要 性 に つ い て も 言 及 し て い

る 。  

 学 校 現 場 で は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 に よ る 教 室 の 消 毒 作 業 等 や 貧 困  

・ い じ め ・ 不 登 校 な ど 解 決 す べ き 課 題 が 継 続 し て お り 、 子 供 た ち の 豊 か な 学 び を

実 現 す る た め の 教 材 研 究 や 授 業 準 備 の 時 間 を 、 十 分 に 確 保 す る こ と が 困 難 な 状 況

と な っ て い る 。 豊 か な 学 び や 学 校 の 働 き 方 改 革 を 実 現 す る た め に は 、 少 人 数 学 級

の 一 層 の 進 展 、 障 害 の あ る 子 供 に 関 わ る 学 級 の 編 制 標 準 の 改 善 、 加 配 の 増 員 や 少

数 職 種 の 配 置 増 な ど 教 職 員 定 数 改 善 が 不 可 欠 で あ る 。  

 教 育 が 未 来 へ の 先 行 投 資 で あ る こ と を 考 え る と 、 教 職 員 の 人 材 確 保 や 学 校 施 設

の 整 備 な ど 教 育 環 境 を 等 し く 整 え て い く た め に は 、 教 育 予 算 を 充 実 し て い く こ と

が 極 め て 重 要 で あ る 。  

 よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 地 方 教 育 行 政 の 実 情 を 十 分 に 認 識 さ れ 、 地 方 自 治 体

が 計 画 的 に 教 育 行 政 を 進 め る こ と が で き る よ う に 、 次 の 措 置 を 講 じ ら れ る よ う 強

く 要 請 す る 。  

１  教 育 の 機 会 均 等 と 水 準 の 維 持 向 上 を 図 る た め 、 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 の 堅

持 と と も に 教 育 予 算 の 拡 充 を 図 る こ と 。  

２  中 学 校 で の 35人 学 級 を 早 急 に 実 施 す る こ と 。 ま た 、 さ ら な る 少 人 数 学 級 に つ

い て 検 討 す る こ と 。  

３  学 校 の 働 き 方 改 革 ・ 長 時 間 労 働 是 正 を 実 現 す る た め 、 加 配 の 増 員 や 少 数 職 種

の 配 置 増 な ど 教 職 員 定 数 改 善 を 推 進 す る こ と 。  



４  自 治 体 で 国 の 標 準 よ り も 少 な い 児 童 生 徒 数 で 学 級 編 制 を 行 う 「 学 級 編 制 基 準  

の 弾 力 的 運 用 」 を 継 続 で き る よ う 、 加 配 の 削 減 は 行 わ な い こ と 。  

 こ こ に 横 浜 市 会 は 、 地 方 自 治 法 第 99条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  
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